
二宮町ごみ減量化推進協議会 会議次第 

 

日 時  平成２４年８月８日（水） 

午後２時００分より 

場 所  二宮町役場 ２階 公室 

 

１． 開  会 

 

 

２． あいさつ 

 

 

３． 委員の委嘱等について 

○委員の委嘱 

 

○委員の自己紹介 

 

 

４． 議  題 

（１）会長、副会長の選出 

 

（２）二宮町の廃棄物処理の現状について 

 

（３）ごみの減量化について 

 

（４）今後のスケジュールについて 

 

（５）その他 

 

 

５． 閉  会 



二宮町ごみ減量化推進協議会委員名簿 
                                                                     (敬省略) 

 

氏 名 役  職  等 備 考 任 期 

平田 光枝 ヘルスメイト二宮 1 号委員 
H24.8.8～ 

H26.8.7 

工藤 行雄 二宮町商店連合協同組合 理事長 2 号委員 
H24.8.8～ 

H26.8.7 

浅田 良成 ㈱二宮美化サービス 専務取締役 2 号委員 
H24.8.8～ 

H26.8.7 

大矢 孝道 地区長連絡協議会 会計 4 号委員 
H24.8.8～ 

H26.8.7 

山田みどり 公募 4 号委員 
H24.8.8～ 

H26.8.7 

西川 靖子 公募 4 号委員 
H24.8.8～ 

H26.8.7 

 

 

二宮町ごみ減量化推進協議会規則 

第 3 条第 2 項 

(１) 環境関係団体の構成員 

(２) 事業者 

(３) 学識経験者 

(４) 町内在住の一般町民 

(５) その他町長が必要と認めた者 
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二宮町ごみ減量化推進協議会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律

第137号）第５条の８第２項に定められている廃棄物減量等推進員の活

動の趣旨を踏まえた二宮町ごみ減量化推進協議会（以下「協議会」とい

う。）を設置し、その組織及び運営に関して必要な事項を定めるものと

する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項について推進又は調査研究を行

う。 

(１) 二宮町一般廃棄物処理基本計画に位置付けられている減量化、資

源化計画に関すること。 

(２) 一般廃棄物の減量化の啓発活動に関すること。 

(３) その他町長が必要と認めたごみの減量化に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員10人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(１) 環境関係団体の構成員 

(２) 事業者 

(３) 学識経験者 

(４) 町内在住の一般町民 

(５) その他町長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することができる。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選によって定め

る。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ開くことが出
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来ない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、

会長が決する。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、町民生活部生活環境課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項

は、会長が協議会に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

（二宮町リサイクル対策協議会規則の廃止） 

２ 二宮町リサイクル対策協議会規則（平成３年二宮町規則第22号）は、

廃止する。 

附 則 

この規則は、平成20年７月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 



二宮町二宮町二宮町二宮町ごみごみごみごみ減量化推進協議会減量化推進協議会減量化推進協議会減量化推進協議会のののの会議及会議及会議及会議及びびびび会議記録会議記録会議記録会議記録のののの公開公開公開公開にににに関関関関するするするする取扱要領取扱要領取扱要領取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条  この要領は、二宮町ごみ減量化推進協議会（以下「推進協議会」という。）の

会議及び会議記録の公開に関し、必要な事項を定める。 

（推進協議会の公開） 

第２条  推進協議会は公開とする。ただし、次のような情報を含む事項を審議する場合

には、推進協議会の決定により、非公開とすることができる。 

（1）個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、公開すると個人の権利利益

を害するおそれがある情報。 

（2）法人等に関する情報であって、公開すると法人等の権利、競争上の地位その他正 

当な利益を害するおそれがある情報。 

（推進協議会開催の周知） 

第３条  前条の規定に基づき、推進協議会を公開する場合、推進協議会の開催について、

１週間前までに公表することとする。ただし、推進協議会を緊急に開催する必要が生

じたとき等やむを得ない場合はこの限りでない。 

２  公表の方法は、町ホームページへの掲載その他の方法により行うこととする。 

（推進協議会の傍聴） 

第４条  推進協議会の公開は、推進協議会の傍聴を希望する者に推進協議会の傍聴を認

めることにより行う。 

２  推進協議会の傍聴に関する必要な事項は、別に定める。 

（会議記録の公開） 

第５条  推進協議会の会議記録は、推進協議会の終了後、町のホームページに掲載する

ことにより公開する。 

２  前項で規定する会議記録は、会議の内容を要約したものとする。 

３  検討委員会当日の資料については、その内容が第２条第１号及び第２号に該当する

事項を除き、推進協議会の庶務担当課において、一般の閲覧に供するものとする。 

（委任規定） 

第６条  この要領に定めるものを除くほか、推進協議会の会議の公開に関して、必要な

事項については、会長が決定することとする。 

 

附 則 

この要領は、平成１９年８月１７日から施行する。 
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二宮町二宮町二宮町二宮町ごみごみごみごみ減量化推進協議会減量化推進協議会減量化推進協議会減量化推進協議会会議傍聴要領会議傍聴要領会議傍聴要領会議傍聴要領    

 

（趣旨） 

第１条  この要領は、二宮町ごみ減量化推進協議会の会議及び会議記録の公開に関する

取扱要領第４条第２項の規定に基づき、二宮町ごみ減量化推進協議会（以下「推進協

議会」という。）の会議の傍聴に関し、必要な事項を定める。 

（傍聴席） 

第２条  傍聴席の数は１０名程度とし、推進協議会の開催の都度、推進協議会の庶務担

当課が会議室の収容人数等を考慮して定める。 

（傍聴申込方法） 

第３条  傍聴の申込み受付は、会議当日会場で申し込むものとし、傍聴希望者が定員を

超えた場合は先着順とする。 

（傍聴席に入場することができない者） 

第４条  次の者は傍聴席に入場することができない。 

 （1）前条により決定した傍聴者以外の者 

 （2）検討を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 

（傍聴者の守るべき事項） 

第５条  傍聴者は、会議の秩序を乱し、又は検討の妨害となるような行為をしてはなら

ない。 

（写真、映画、テレビの撮影及び録画等の禁止） 

第６条  傍聴者は、会場において、写真、映画、テレビ等の撮影をし、又は録音をして

はならない。 

（秩序の維持） 

第７条  会長は、推進協議会の円滑な運営を図るため、傍聴者に必要な指示をし、又は

推進協議会の庶務担当課の職員に指示させることができる。 

２  会長は、前項の指示をし、又は推進協議会の庶務担当課の職員に必要な指示をさせ

たにも関わらず、傍聴者が指示に従わないときは、傍聴者を退場させることができる。 

（実施細目） 

第８条 この要領に定めのない事項は、会長が定める。 

 

      附 則 

  この要領は、平成１９年８月１７日から施行する。 
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ええええ～！！～！！～！！～！！    
水水水水をををを燃燃燃燃やしているやしているやしているやしているのののの・・・・・・・・    

        

ごみごみごみごみ出出出出しのしのしのしの際際際際はははは、、、、「「「「ぎゅっとぎゅっとぎゅっとぎゅっと」」」」ひとしぼりひとしぼりひとしぼりひとしぼりしてしてしてしてかかかか

らららら、、、、ごみにごみにごみにごみに出出出出してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。    

^̂̂̂    

    町町町町ではではではでは、、、、平成平成平成平成 9999 年年年年からからからから生生生生ごみごみごみごみ処理機購入費処理機購入費処理機購入費処理機購入費のののの補助補助補助補助

をををを開始開始開始開始しししし、、、、約約約約 13131313％％％％のののの世帯世帯世帯世帯へへへへ補助補助補助補助をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。        

まだまだまだまだ補助補助補助補助金金金金をををを利用利用利用利用していないしていないしていないしていない方方方方、、、、購入後購入後購入後購入後、、、、故障故障故障故障してしてしてして

しまったしまったしまったしまった方方方方はははは、、、、是非是非是非是非このこのこのこの補助制度補助制度補助制度補助制度をごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。    

生生生生ごみをごみをごみをごみを天気天気天気天気のののの良良良良いいいい日日日日にににに 1111 日天日日天日日天日日天日にににに干干干干したらしたらしたらしたら約半分約半分約半分約半分

減量減量減量減量することができますすることができますすることができますすることができます。。。。    

言言言言いかえればいかえればいかえればいかえれば、、、、水分水分水分水分がほとんどがほとんどがほとんどがほとんど飛飛飛飛んだことになりますんだことになりますんだことになりますんだことになります。。。。    

皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも挑戦挑戦挑戦挑戦してみてくださいしてみてくださいしてみてくださいしてみてください。。。。    

ごみごみごみごみ分析結果分析結果分析結果分析結果（（（（H21.H21.H21.H21.重量比重量比重量比重量比））））    
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ဃဃဃဃƝǈƝǈƝǈƝǈϼྸೞϼྸೞϼྸೞϼྸೞǛǛǛǛទλទλទλទλƢǔƢǔƢǔƢǔئӳئӳئӳئӳƸƸƸƸŴŴŴŴទλᝲទλᝲទλᝲទλᝲƷƷƷƷɟᢿɟᢿɟᢿɟᢿǛǛǛǛяяяяƠǇƢƠǇƢƠǇƢƠǇƢŵŵŵŵ    

助成助成助成助成のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる方方方方はははは････････････    
① 二宮町にお住まいの方(住民登録されている方)で、生ごみ処理機を購入して、使用

する家庭の方です。(※事業者は対象外) 

② 助成対象は、1 世帯につき電動型 1 台、非電動型 2 台です。 

    

手続手続手続手続きはきはきはきは････････････    
① 領収書(ﾚｼｰﾄ不可)、通帳(領収書と同一名義)、印鑑をお持ちになり、役場の生活環

境課の窓口で申請書に必要事項をご記入の上、申請してください。 

② 領収書には、生ごみ処理機の品名(型番含む)、販売店名、購入日、購入額、購入者

の氏名(申請者と同一氏名)が記入されていることをご確認ください。 

③ 購入日から 1 年以内に申請してください。1 年を超えたものは助成できません。 

④ 申請書や領収書が記載不備の場合は、再提出をお願いすることがあります。 

    

指定協力販売店指定協力販売店指定協力販売店指定協力販売店でででで購入購入購入購入するするするする場合場合場合場合はははは････････････    
① 補助金を差し引いた価格で購入できます。 

② 身分証明書、印鑑をお持ちになり、指定協力販売店で申請書に必要事項をご記入の

上、申請してください。 

③ 指定協力販売店は、生活環境課へお問い合わせください。 

問合問合問合問合せせせせ先先先先：：：：二宮町生活環境課二宮町生活環境課二宮町生活環境課二宮町生活環境課    生活環境班生活環境班生活環境班生活環境班    ℡℡℡℡0463046304630463－－－－71717171－－－－3311331133113311  
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（１世帯あたり２台まで） 

（１世帯あたり 1台まで） 

ȪȔȸǿȪȔȸǿȪȔȸǿȪȔȸǿ----ƷƷƷƷ૾૾૾૾ǋǋǋǋ    

    ടᡇưƢưƢưƢưƢᲛᲛᲛᲛٻടᡇٻടᡇٻടᡇٻ

                ★★★★    ᢅӊᢅӊᢅӊᢅӊƴƴƴƴᙀяᙀяᙀяᙀяǛǛǛǛӖӖӖӖƚƨƜƱƷƋǔƚƨƜƱƷƋǔƚƨƜƱƷƋǔƚƨƜƱƷƋǔ૾૾૾૾ƸƸƸƸŴŴŴŴ5555 ኺᢅǇƨƸǇƨƸǇƨƸǇƨƸᄊᄊᄊᄊƷƷƷƷ࠰ኺᢅ࠰ኺᢅ࠰ኺᢅ࠰

    ᝋƱƳǓǇƢƱƳǓǇƢƱƳǓǇƢƱƳǓǇƢŵŵŵŵݣяࡇᝋϐݣяࡇᝋϐݣяࡇᝋϐݣяࡇӳƴƴƴƴϐئӳئӳئӳئ

★★★★     ᩓѣᩓѣᩓѣᩓѣ ƱƱƱƱ ᩼ᩓѣ᩼ᩓѣ᩼ᩓѣ᩼ᩓѣ ƸƸƸƸ ŴŴŴŴ ƦǕƧǕƦǕƧǕƦǕƧǕƦǕƧǕ ᙀяᙀяᙀяᙀя ƕƕƕƕ ӖӖӖӖ ƚǒǕǇƢƚǒǕǇƢƚǒǕǇƢƚǒǕǇƢ ŵŵŵŵ                            

ᲢᲢᲢᲢƨƱƑƹƨƱƑƹƨƱƑƹƨƱƑƹŴŴŴŴᩓѣᩓѣᩓѣᩓѣƷƷƷƷᙀяᙀяᙀяᙀяǛǛǛǛӖӖӖӖƚƨƚƨƚƨƚƨ૾૾૾૾ƸƸƸƸŴŴŴŴ᩼ᩓѣ᩼ᩓѣ᩼ᩓѣ᩼ᩓѣƷƷƷƷᙀяᙀяᙀяᙀяǛǛǛǛ

ӖӖӖӖƚǔƜƱƕưƖǇƢƚǔƜƱƕưƖǇƢƚǔƜƱƕưƖǇƢƚǔƜƱƕưƖǇƢŵŵŵŵᲣᲣᲣᲣ    



（単位：トン）

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 合 計 平成18年度比 原 単 位

平 成 18 年 度 517.512 641.389 610.629 608.356 597.886 541.590 562.638 547.249 597.279 528.710 437.536 507.533 6,698.307 612.3ｇ

平 成 19 年 度 523.611 622.346 574.435 592.711 566.450 529.753 525.310 497.183 532.376 485.881 415.320 471.161 6,336.537 -5.4% 582.6ｇ

平 成 20 年 度 520.19 567.36 530.03 561.15 501.72 506.99 511.99 458.93 563.07 453.17 396.53 451.96 6,023.09 -10.1% 557.8ｇ

平 成 21 年 度 495.87 530.47 496.03 501.70 473.31 438.36 442.95 420.10 473.19 446.74 373.57 444.92 5,537.21 -17.3% 511.8ｇ

平 成 22 年 度 424.06 454.79 448.66 468.39 458.43 418.04 412.54 427.46 466.82 426.76 361.81 415.04 5,182.80 -22.6% 481.0ｇ

平 成 23 年 度 421.61 462.96 443.65 426.98 485.27 430.82 424.63 425.46 450.46 429.19 371.45 414.80 5,187.28 -22.6% 482.4ｇ

目標（３０％削減） 362.26 448.97 427.44 425.85 418.52 379.11 393.85 383.07 418.10 370.10 306.28 355.27 4,688.81

目標（５０％削減） 258.76 320.69 305.31 304.18 298.94 270.80 281.32 273.62 298.64 264.36 218.77 253.77 3,349.15

可燃ごみ月別処理量
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目標目標目標目標（（（（５０５０５０５０％％％％
削減削減削減削減））））
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平成18年度
同期比較 −23.7%

売却価格…町の収入
今月 前月との比較

0 円 0 円
1,376,235 円 11,745 円

10,090 円 760 円
116,203円 -4,090 円

8,793 円 960 円
1,511,321 円 9,375 円

資源ごみの売却単価と処理費用　〜目指せ！可燃ごみ50％削減〜
6月分 前月との比較

量 処理費用 量 処理費用
毎日出るごみ
（可燃ごみ） 466,050 ㎏ 16,249,746 円 -11,500 ㎏ -1,021,582 円

資
源
ご
み

剪定枝等 84,175 ㎏ 1,346,800 円 12,080 ㎏ 193,280 円
古紙・布類 143,910 ㎏ 0 円 -2,530 ㎏ 0 円
空きビン 20,430 ㎏ 23,760 円 3,290 ㎏ 480 円
金属類 21,160 ㎏ 666,540 円 -4,690 ㎏ -147,735 円

樹脂類①②③ 57,110 ㎏ 2,961,315 円 -6,120 ㎏ -443,884 円
合　計 326,785 ㎏ 4,998,415 円 2,030 ㎏ -397,859 円

　

会
社
、
工
場
、
事
務
所
、
飲

食
店
、
商
店
な
ど
、
事
業
を
営

む
上
で
出
た
ご
み
は
、
量
や
質

に
か
か
わ
ら
ず「
事
業
系
ご
み
」

と
し
て
事
業
者
の
責
任
で
自
ら

処
理
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
年
間
で
９
㌧
以
上

排
出
す
る
事
業
者
の
ご
み
は
、

収
集
し
て
い
ま
せ
ん
。

事
業
系
ご
み
の
出
し
方

「
事
業
者
の
責
任
で
処
理
」が
原
則
�

ごみの処理方法
◆生ごみ（弁当の残り、野菜くず）
◆木くず（割りばし）
◆紙くず（ティッシュ）
◆繊維くず　　　など

方法は２通り
①環境衛生センターへ自己搬入
②収集運搬許可業者に委託
（許可業者はお問い合わせください）

「毎日出るごみ」「草・落ち葉」は、
黄色の事業用指定ごみ袋に入れて出す。
資源ごみなどは、家庭系ごみと同じ方
法で出す。

※産業廃棄物は、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

  年間9㌧以上 未満  年間9㌧

　

指
定
ご
み
袋
の
包
装
が
９
月

か
ら
順
次
、
『
ロ
ー
ル
方
式
』

か
ら
『
平
袋
方
式
』
に
変
更
し

ま
す
。

ご
み
袋
自
体
は
、
従
来
ど
お
り

の
形
状
で
す
。

※�

販
売
価
格
、
容
量
、
素
材
、

色
な
ど
に
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。

※�

ロ
ー
ル
方
式
の
指
定
ご
み
袋

は
、
引
き
続
き
９
月
以
降
も

使
用
で
き
ま
す
。

平
袋
方
式
へ
の
変
更
理
由

　

ロ
ー
ル
方
式
の
ご
み
袋
は
、

製
造
で
き
る
工
場
が
限
ら
れ
て

い
る
た
め
、
製
造
価
格
の
競
争

性
の
確
保
が
困
難
で
し
た
。

　

経
済
性
の
確
保
を
図
る
観
点

か
ら
、
競
争
性
の
高
い
平
袋
方

式
を
採
用
し
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ

　

生
活
環
境
課
生
活
環
境
班

指定ごみ袋の包装が変わります

９月
から

≲
ロ
ー
ル
方
式
≳

≲
平
袋
方
式
≳（
イ
メ
ー
ジ
）

事
業
系
ご
み
の
出
し
方

～町の情報をメールでお知らせ～
湘南生活安全情報を配信しています
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